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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建屋に形成される昇降路と、この昇降路内を昇降する乗りかごと、この乗りかごと反対
方向に昇降するつり合いおもりと、前記乗りかご及び前記つり合いおもりの昇降を案内す
るガイドレールと、前記乗りかご及び前記つり合いおもりとを懸架する主索と、前記昇降
路の底部近傍に設置される昇降路内機器と、前記つり合いおもりを昇降方向の最下方の位
置で固定する固定手段と、前記昇降路内機器の近傍に配置され、前記昇降路内機器の保守
点検時に拡張される折畳み式点検作業台と、前記ガイドレールに取り付けられ、前記固定
手段で固定された前記つり合いおもりを囲うスクリーンガードと、を有するエレベーター
装置において、
　前記スクリーンガードは、複数のスクリーンガード部材で構成され、
　前記折畳み式点検作業台は、保守点検時に拡張され、前記複数のスクリーンガード部材
のうち一部のスクリーンガード部材を保持可能な形状から成る枠体と、この枠体を支持す
る支持部材と、を含み、
　前記一部のスクリーンガード部材は、前記ガイドレールに対して着脱自在に取り付けら
れると共に、前記枠体に装着されることで、前記折畳み式点検作業台の踏板として機能す
ることを特徴とするエレベーター装置。
【請求項２】
　前記ガイドレールには、第１ブラケットと、この第１ブラケットより下方に第２ブラケ
ットとが設けられ、
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　前記一部のスクリーンガード部材は、その上部が前記第１ブラケットに設けられたフッ
クに係止され、その下部が前記第２ブラケットにボルトで固定されることにより、前記第
１ブラケット及び前記第２ブラケットを介して前記ガイドレールに取り付けられることを
特徴とする請求項１記載のエレベーター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベーター装置に係り、特に、昇降路下方に配置された巻上機や制御装置
を点検するのに好適なエレベーター装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、乗りかご、及びつり合いおもりを駆動する巻上機や、その巻上機を制御する制御
装置を昇降路内に配置した機械室レスのエレベーターが一般的なものとなっており、この
種のエレベーターにあっては、前述した巻上機や制御装置は、昇降路下方の壁際に薄型の
ものを配置するようになっている。そして、このようなエレベーター装置において、巻上
機や制御装置を保守点検するために、作業者の足場確保のための折畳み式点検作業台を昇
降路下部に設置する案が知られている（例えば、特許文献１、２参照）。なお、この点検
作業台は、作業者が乗る足場となる踏板、踏板と固定側とを連結する受け材、及び踏板に
かかる荷重を支持する支え棒が一体構造となっている。
【０００３】
　また、昇降路下方に配置された巻上機等の昇降路内機器を保守点検するときに、乗りか
ごが下降して作業者に衝突することを防止するため、固定手段によりつり合いおもりを昇
降路に固定し、乗りかごの下降を阻止するものが挙げられる（例えば、特許文献３参照）
。
【０００４】
　さらに、昇降路下部のピット内にあって、つり合いおもりの予期せぬ下降により、つり
合いおもりが作業者に接触することを防止するための有効な手段として、スクリーンガー
ドを設けることが提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－８３３５号公報（段落番号００１２、００１３、図２）
【特許文献２】特開２００１－１９９６４７号公報（段落番号０００９～００１３、図１
）
【特許文献３】特開２００４－１６１４３２号公報（段落番号００１２～００１４、図２
）
【特許文献４】特開２００３－３４１９５０号公報（段落番号００１３～００１５、図１
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載される折畳み式点検作業台では、作業者が乗
る踏板の大きさは、間口寸法として、作業内容を考慮し、巻上機の幅寸法以上に設定する
ことが想定され、踏板、受け材、及び支え棒を一体構造とした場合、重量の観点から、拡
張作業及び収納作業において作業者への負担を強いるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、前述した従来技術における実状からなされたもので、その目的は、折畳み式
点検作業台にかかる部品員数の低減を図ることのできるエレベーター装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明は、建屋に形成される昇降路と、この昇降路内を昇
降する乗りかごと、この乗りかごと反対方向に昇降するつり合いおもりと、前記乗りかご
及び前記つり合いおもりの昇降を案内するガイドレールと、前記乗りかご及び前記つり合
いおもりとを懸架する主索と、前記昇降路の底部近傍に設置される昇降路内機器と、前記
つり合いおもりを昇降方向の最下方の位置で固定する固定手段と、前記昇降路内機器の近
傍に配置され、前記昇降路内機器の保守点検時に拡張される折畳み式点検作業台と、前記
ガイドレールに取り付けられ、前記固定手段で固定された前記つり合いおもりを囲うスク
リーンガードと、を有するエレベーター装置において、前記スクリーンガードは、複数の
スクリーンガード部材で構成され、前記折畳み式点検作業台は、保守点検時に拡張され、
前記複数のスクリーンガード部材のうち一部のスクリーンガード部材を保持可能な形状か
ら成る枠体と、この枠体を支持する支持部材と、を含み、前記一部のスクリーンガード部
材は、前記ガイドレールに対して着脱自在に取り付けられると共に、前記枠体に装着され
ることで、前記折畳み式点検作業台の踏板として機能することを特徴としている。
【０００９】
　このように構成した本発明では、昇降路内機器の保守点検を行う場合、固定手段により
つり合いおもりを固定し、この状態でブラケットからスクリーンガード部材を取り外す。
一方、ピットに配置される折畳み式点検作業台を拡張すると共に、取り外したスクリーン
ガード部材を当該作業台の踏板として取り付ける。そして、作業者は作業台に乗り込み、
昇降路内機器の保守点検を行う。なお、保守点検作業時に、スクリーンガードの一部を取
り外しても、つり合いおもりは固定手段により固定されていることから、安全を確保する
ことができる。また、折畳み式点検作業台を用いた保守点検が終わったら、スクリーンガ
ード部材を当該作業台から取り外すと共に、ブラケットに再度装着し、つり合いおもりの
下降領域への作業者の侵入を抑制するスクリーンガードとして用いる。このように、既存
の平板状のスクリーンガード部材を折畳み式点検作業台の踏板として流用することにより
、折畳み式点検作業台にかかる部品員数の低減を図ることができる。
【００１０】
　また、本発明は、前記ガイドレールには、第１ブラケットと、この第１ブラケットより
下方に第２ブラケットとが設けられ、前記一部のスクリーンガード部材は、その上部が前
記第１ブラケットに設けられたフックに係止され、その下部が前記第２ブラケットにボル
トで固定されることにより、前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットを介して前記ガ
イドレールに取り付けられることを特徴としている。
【００１１】
　このように構成した本発明では、スクリーンガード部材を折畳み式点検作業台の踏板と
して流用する場合、作業者はブラケットに装着状態となっているスクリーンガード部材下
部のボルトを取り外すと共に、スクリーンガード部材上部をブラケットのフックから解放
する。一方、折畳み式点検作業台を用いた保守点検終了に応じて、スクリーンガード部材
上部をブラケットのフックに係止し、スクリーンガード部材を位置決めし、次いで、スク
リーンガード部材下部をボルトによりブラケットに固定する。このように、フックを用い
てスクリーンガード部材の一部をブラケットに装着する構造とすることにより、スクリー
ンガード部材の着脱を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、スクリーンガード部材と折畳み式点検作業台の踏板との共用化により
、部品員数の低減を図り、ひいてはコストの低減を図ることができる。また、折畳み式点
検作業台の拡張作業時、及び収納作業時には、当該作業台からスクリーンガード部材が取
り外された状態となっているため、比較的軽量となっており、作業者にかかる負担を軽減
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明が適用されるエレベーター装置の全体概略図である。
【図２】本発明のエレベーター装置の一実施例を示すつり合いおもり部斜視図である。
【図３】折畳み式点検作業台の拡張作業時の詳細斜視図である。
【図４】作業台の踏板としてスクリーンガード部材が取り付けられた状態を示す詳細斜視
図である。
【図５】折畳み式点検作業台が収納された状態を示す詳細側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係るエレベーター装置の実施例を図に基づき説明する。
【００１５】
　エレベーター装置は、図１に示すように、建屋に形成される昇降路１と、この昇降路１
内を昇降する乗りかご２と、この乗りかご２と反対方向に昇降するつり合いおもり３と、
両端が昇降路上部に留め具４を介して固定されると共に、その中間位置に、乗りかご２及
びつり合いおもり３を懸架する主索５と、昇降路１上部に配置され、主索５が巻き掛けら
れる頂部プーリー６と、昇降路１の底部近傍に設置され、主索５を駆動する巻上機７と、
昇降路１の底部近傍に設置され、エレベーターの運転を制御する制御装置８と、昇降路１
底部のピット１ａに配置され、制御装置８の保守点検時に拡張される折畳み式点検作業台
９とを備えている。なお、この実施例では、保守点検作業の対象となる昇降路内機器とし
て、制御装置８を例にとり説明する。
【００１６】
　また、エレベーター装置は、図２に示すように、つり合いおもり３の昇降を案内するつ
り合いおもり用ガイドレール１０と、昇降路内機器の保守点検時に、つり合いおもり３を
固定する固定手段１１と、つり合いおもり３の下降領域への作業者の侵入を抑制するスク
リーンガード１２と、このスクリーンガード１２をつり合いおもり用ガイドレール１０に
固定するためのブラケット１３と、何らかの理由で異常下降したつり合いおもり３を緩衝
するバッファ１４とを有している。
【００１７】
　固定手段１１は、つり合いおもり用ガイドレール１０に取り付けられる支持体１１ａと
、つり合いおもり３の固定時に、つり合いおもり３側に設けられる図示しない孔と、支持
体１１ａ側に設けられる図示しない孔とに挿通されるロッド１１ｂとから成っている。
【００１８】
　スクリーンガード１２は、ブラケット部材１３ａ（第２ブラケット）とブラケット部材
１３ｂ（第１ブラケット）との間に配置され、ブラケット１３から取り外し可能なスクリ
ーンガード部材１２ａと、ブラケット部材１３ｂとブラケット部材１３ｃとの間に固着さ
れるスクリーンガード部材１２ｂと、ブラケット部材１３ｃとブラケット部材１３ｄとの
間に固着されるスクリーンガード部材１２ｃとから成っている。なお、図２にあって、ス
クリーンガード部材１２ｂ及びスクリーンガード部材１２ｃは、つり合いおもり３との関
係を明確に示すため、便宜上、透明となっている。
【００１９】
　ブラケット部材１３ｂには、スクリーンガード部材１２ａの上部が係止されるフック１
５が設けられている。
【００２０】
　スクリーンガード部材１２ａには、図３に示すように、その上部に、フック１５が挿通
される孔１６が形成されると共に、その下部に、ブラケット部材１３ｂに設けられる図示
しない雌ねじと対向可能な孔１７が形成されている。そして、スクリーンガード部材１２
ｂの下部は、ブラケット部材１３ａにボルト１８を介して固定される。
【００２１】
　折畳み式点検作業台９は、図３乃至図５に示すように、昇降路１の壁面１ｂに、アンカ
ーボルト１９を介して固定される受け材９ａと、上端が受け材９ａに軸９ｂを介して支持
される枠体９ｃと、一端が軸９ｄを介して枠体９ｃに取り付けられると共に、拡張時に、
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その他端が受け材９ａに形成される切り欠き９ｅに嵌合され、枠体９ｃにかかる荷重を支
持する支え棒９ｆ（支持部材）とを備えており、拡張時には、枠体９ｃに、ブラケット１
３から取り外されたスクリーンガード部材１２ａが装着され、作業者が乗る足場となる。
また、折畳み式点検作業台９には、図５に示すように、枠体９ｃが格納状態となったとき
に出力信号を出力する収納確認スイッチ２０が設けられ、この収納確認スイッチ２０の出
力信号に応じて乗りかご１の昇降が許可されるようになっている。
【００２２】
　枠体９ｃには、スクリーンガード部材１２ａの孔１６、１７と対向する位置に、孔９ｃ
１が形成され、孔１６、１７と穴９ｃ１とを対向させた状態で、ボルト１８及び図示しな
いナットによりスクリーンガード部材１２ａを枠体９ｃに固定するようになっている。
【００２３】
　本実施例にあっては、通常時、スクリーンガード部材１２ａの上部はブラケット部材１
３ｂのフック１５に係止されると共に、スクリーンガード部材１２ａの下部はボルト１８
によりブラケット部材１３ａに固定され、つり合いおもり３の下降領域への作業者の侵入
を抑制するスクリーンガード１２として用いられる。なお、通常時、折畳み式点検作業台
９は、図５に示すように収納された状態となっており、収納確認スイッチ２０が投入され
て出力信号が出力され、乗りかご１の昇降が許可されている。
【００２４】
　そして、制御装置８の保守点検を行う場合、まず、つり合いおもり３を最下位置とし、
固定手段１１によりつり合いおもり３を固定する。即ち、つり合いおもり３側に設けられ
る図示しない孔と、支持体１１ａ側に設けられる図示しない孔とを対向させた状態でこれ
らの孔にロッド１１ｂを挿通し、つり合いおもり３を固定する。この後、作業者はブラケ
ット１３に装着状態となっているスクリーンガード部材１２ａ下部のボルト１８を取り外
すと共に、スクリーンガード部材１２ａをフック１５の形状に沿って回動させつつ移動す
ることで、スクリーンガード部材１２ａ上部をフック１５から解放する。次いで、作業者
は折畳み式点検作業台９の枠体９ｃを持ち上げて水平とし、この状態で支え棒９ｆを受け
材９ａに形成される切り欠き９ｅに嵌合し、枠体９ｃを水平状態に保つ。
【００２５】
　次に、取り外したスクリーンガード部材１２ａを枠体９ｃに嵌め込むと共に、スクリー
ンガード部材１２ａの孔１６、１７と枠体９ｃの孔９ｃ１とを対向させた状態で、ボルト
１８及び図示しないナットによりスクリーンガード部材１２ａを枠体９ｃに固定する。こ
のようにして折畳み式点検作業台９を拡張した状態で、作業者は折畳み式点検作業台９に
乗り込み、制御装置８の保守点検を行う。なお、保守点検作業時に、スクリーンガード１
２の一部を取り外しても、つり合いおもり３は前述したように固定手段１１により固定さ
れていることから、安全を確保することができる。
【００２６】
　そして、折畳み式点検作業台９を用いた保守点検が終わったら、前述と逆の手順でスク
リーンガード部材１２ａを枠体９ｃから取り外すと共に、ブラケット１３に再度装着し、
つり合いおもり３の下降領域への作業者の侵入を抑制するスクリーンガード１２として用
いる。また、図５に示すように、折畳み式点検作業台９が収納されると、収納確認スイッ
チ２０が投入されて出力信号が出力され、乗りかご１の昇降が許可される。このような収
納確認スイッチ２０を設けることにより、枠体９ｃが格納されていない状態では、乗りか
ご１を平常運転に戻すことができないため、何らかの異常により乗りかご１が動くことを
防止し、作業員の安全をより確実に確保することが可能である。
【００２７】
　本実施例によれば、既存の平板状のスクリーンガード部材１２ａを折畳み式点検作業台
９の踏板として流用することにより、部品員数の低減を図り、ひいてはコストの低減を図
ることができる。また、折畳み式点検作業台９の拡張作業時、及び収納作業時には、当該
作業台９から踏板となるスクリーンガード部材１２ａが取り外された状態となっているた
め、比較的軽量となっており、作業者にかかる負担を軽減することができる。また、フッ
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ク１５を用いてスクリーンガード部材１２ａの一部をブラケット１３に装着する構造とす
ることにより、スクリーンガード部材１２ａの着脱を容易に行うことができる。
【００２８】
　なお、前述した実施例では、フック１５を用いてスクリーンガード部材１２ａの一部を
ブラケット１３に装着する構造としたが、本発明はこれに限らず、他の手段によりスクリ
ーンガード部材をブラケットに着脱可能に装着するようにしても良い。また、保守点検の
対象を制御装置８とした例で説明したが、巻上機７に対しても同等の折畳み式点検作業台
を設けることにより、同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００２９】
　１　昇降路
　１ａ　ピット
　１ｂ　壁面
　２　乗りかご
　３　つり合いおもり
　４　留め具
　５　主索
　６　頂部プーリー
　７　巻上機
　８　制御装置
　９　折畳み式点検作業台
　９ａ　受け材
　９ｂ　軸
　９ｃ　枠体
　９ｃ１　孔
　９ｄ　軸
　９ｅ　切り欠き
　９ｆ　支え棒（支持部材）
　１０　つり合いおもり用ガイドレール（ガイドレール）
　１１　固定手段
　１１ａ　支持体
　１１ｂ　ロッド
　１２　スクリーンガード
　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　スクリーンガード部材
　１３　ブラケット
　１３ａ　ブラケット部材（第２ブラケット）
　１３ｂ　ブラケット部材（第１ブラケット）
　１３ｃ、１３ｄ　ブラケット部材
　１４　バッファ
　１５　フック
　１６、１７　孔
　１８　ボルト
　１９　アンカーボルト
　２０　収納確認スイッチ
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